
令 和 8 年 度  道 の 駅 か さ ま イ ベ ン ト 出 店 者  

（ 飲 食 テ ン ト 販 売 ・ キ ッ チ ン カ ー ） 登 録 要 項  

 

道の駅かさまを一緒に盛り上げていただけるイベント時のみの臨時出店者（令和 8年

4月～令和 9年 3月）を募集します。手順は以下の通りです。 

 

・書類審査 

提出期限内（2月 28日迄）に全ての下記必要書類を提出いただいた事業者様の中から

審査を行い、審査に通過した事業者様を令和 8年度イベント出店者として登録しま

す。 

（例えば、同品目のキッチンカーの事業者から複数の申込を頂いた場合などは選定が

必要となります。） 

 

【必要書類】 

・営業許可証の写し 

※キッチンカーのみ提出。テント出店の場合は「露店営業許可証」があればその

写しを提出（ない場合は出店ごとに「季節営業許可」申請（茨城県中央保健所・

有料）が必要となります）。 

・食品衛生責任者の写し 

・腸内細菌検査報告書の写し 

・PL保険加入内容のわかる書類の写し 

・販売予定メニュー一覧 

・申込書 

・誓約書 

 

・イベント期間中の出店について 

当道の駅で開催するイベント毎にイベント出店登録者の中から当方にて出店者を選

定し、イベント期間中の出店者としてお誘いします。なお、イベントによってお声が

けする事業者様は異なります。また全てのイベントにおいて、全ての登録事業者様に

お声掛けできるものではございません。 

令和 7年度のイベント出店者登録のキッチンカー様が出店した実績は、土日×4回

でした。今年度も同程度となる見通しです。 

 販売できるメニューの内容につきましては、事前に承認を得た内容のみとし、変更

や追加する場合には事前届出及び承認が必要です。 

予めご了承いただける方のみ、ご登録をお願い致します。 

 

 

 



＊ 募集カテゴリ ＊ 

飲食テント販売・キッチンカー販売 

（上記以外の出店希望者様の場合、申込方法が異なりますので、別途ご連絡をお願い

します。） 

 

＊  出店料 ＊ 

10％～20％（イベントごとに異なります） 

※繁忙期・閑散期等、季節によって変動します。 

 

＊ 出店資格 ＊ 

・出店目的（道の駅かさまにご来場されるお客様利便性の向上のため、施設のスペー

スを活用し移動販売車（以下、キッチンカー等という）で商品販売を行い、施設の魅

力を高めることを目的とする）に同意できる方。 

・オリジナルの商品ラインナップで出店できる方。(仕入・転売による販売などは不可) 

 

・暴力団など反社会勢力と関係がないこと。（別途誓約書提出要） 

・当社の販売スケジュール、当社が指定する販売場所に同意できる方。 

・保健所発行の有効な営業許可証を有する方。 

・食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有する方。 

・有効な食品営業賠償（ＰＬ）保険（又は共済）等に加入していること。 

・使用するキッチンカーは有効な車検残期間があり、対人対物無制限の自動車任意保

険（又は共済）に加入していること。 

・露天商・不当な利益を目的とする方の出店は不可とします。 

 

 

 

 

 

 



＊ 提出方法・提出先 ＊ 

株式会社道の駅笠間  

〒309-1621笠間市手越 22-1 

TEL：0296-71-5355 

e-mail：info@m-kasama.com 

 

＊ 申込及び審査に関して ＊ 

✓ メールにて必要書類をご提出ください。 

 

✓ 必要書類の提出後に、審査を行いイベント時臨時出店者登録の可否を通知いたしま

す。 

✓ 出店形態や他店舗の配置状況等により、出店区画は事務局で決定します。 

 

✓ 審査の内容および結果に関するお問合せにはお答えできませんので、ご了承くださ 

い。 

✓ 本出店登録はイベントへの参加を確約するものではございません。 

 

 

その他 

1. 感染防止対策を行ってください。 

2. 衛生上の観点から、試食は禁止とします。 

3. 食材の販売及び試食品の提供に関するトラブル等は、出店者様ご自身で責任を持

って解決してください。 

4. 販売に必要な物品（釣り銭含む）は各自ご準備ください。有料での備品貸出もご

ざいます（テーブル・椅子・テント・電源など） 

5. SNS等での宣伝にもご協力ください。主催者側で撮影した写真、動画はホームペ

ージや SNSなどで使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

6. ゴミは各自でお持ち帰りください。 

7. キッチンカー関係者が通勤で車両を使用する場合には事前にナンバーの登録が必

要です。またその場合の駐車指定場所は D駐車場となります。指定場所以外に無

断駐車した場合には、出店者登録の取り消しとなる場合もございます。 

mailto:info@m-kasama.com

